
三条市移住家族住まいづくり補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、子育て世代等の住宅の取得を支援し、経済的負担を軽減すること

で、本市への定住を促進するとともに、少子化対策の推進に寄与するため、予算の範

囲内において三条市移住家族住まいづくり補助金（以下「補助金」という。）を交付

することに関し、三条市補助金等交付規則（平成 17 年三条市規則第 41 号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 夫婦等　婚姻届を提出して受理された夫婦、これに準ずる事実婚の関係にある２

者であると市長が認めた者、新規パートナーシップ又はひとり親（妊婦を含む。以

下同じ。）をいう。 

(2) 新規パートナーシップ　三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制

度実施要綱（令和４年三条市告示第 435 号）に基づきパートナーシップの宣誓をし

た２者をいう。 

(3) 子育て世帯　18歳未満の者がいる世帯又は妊婦が属する世帯をいう。 

(4) 市内事業者　市内に本店又は支店、営業所その他これらに類する事業拠点を有す

る法人又は個人事業主をいう。 

(5) 中古物件　市内に存する居住の用に供したことのある住宅（居住の用に供する建

物部分に限る。以下同じ。）であって、現に居住の用に供されていないものをいう。 

(6) 購入等　購入及び購入した中古物件のリフォーム（居住目的で機能向上のための

改修を行うことをいい、これに伴う不要物の撤去等を含む。以下同じ。）をいう。 

(7) 貸与型奨学金　学生の修学又は生活のため、公的団体その他の団体から貸与を受

けた資金であって、市長が適当と認めるものをいう。 

(8) 移住　市外から市内に転入し、市内に生活の本拠を置くことをいう。 

(9) 婚姻届受理日等　婚姻届が受理された日、新規パートナーシップとなった日又は

事実婚となった日をいう。 

(10) 講座等　国が地域少子化対策重点推進交付金実施要領に定める講座等をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる

全ての要件に該当する夫婦等の代表者とする。 

(1) そのいずれもが 39 歳以下であって、同一世帯にいること（ひとり親にあっては、

本人が 39 歳以下であって、２人以上の世帯にいること）。 

(2) 本市に住民登録されており、その住所が新築した住宅又は購入等を行った住宅の

所在する住所であること。 

(3) そのいずれかが補助金の交付申請の日（以下「交付申請日」という。）から遡っ



て３年以内に本市に移住しており、本市に移住する直前の住所において６月以上住

民登録していたこと。 

(4) そのいずれもが交付申請日から継続して５年以上、本市に居住できること。 

(5) 夫婦等の前年（交付申請日の属する年の６月 30 日までに申請する場合は、前々

年。以下同じ。）の所得（所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第２条第１項第 30

号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）を合算した金額（ひとり親の場合

は、本人の所得の金額）から前年に返済した貸与型奨学金の額を控除した額が、750

万円未満であること。 

(6) そのいずれもが過去にこの要綱又は附則第２項の要綱の規定による補助金の交

付を受けたことがないこと。 

(7) そのいずれもが本市の市民税又は転入前の市区町村における市町村民税若しく

は特別区民税に滞納がないこと。 

(8) 対象となる住宅の新築又は購入等について、公共事業による移転等の補償を受け

ていないこと、又は受ける見込みがないこと。 

(9) 対象となる住宅の新築又は購入等について、市長が特に認める場合を除き、本市

の同種の補助等を活用していないこと、又は活用する見込みがないこと。 

（補助対象経費） 

第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、交付申

請日が属する年度内に支払った次のいずれかに該当する費用とする。ただし、当該費

用に係る契約の名義が補助対象者のいずれかである場合又は補助対象者のいずれか

の名義で契約できないやむを得ない事情があると市長が認める場合に限り、補助対象

経費とすることができるものとする。 

(1) 住宅（中古物件を除く。）の購入費又は住宅の新築に係る工事費用 

(2) 中古物件の購入費又は購入した中古物件のリフォーム費用 

（補助金の額） 

第５条　補助金の額は、補助対象経費の額とし、60 万円に次の各号に掲げる補助対象

者の区分に応じ、それぞれに定める額を加算した額を上限とする。この場合において、

補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

(1) 婚姻届受理日等が交付申請日から遡って１年以内で、講座等を受講した 29 歳以

下の夫婦等　60 万円 

(2) 婚姻届受理日等が交付申請日から遡って１年以内で、講座等を受講した前号以外

の夫婦等　30 万円 

(3) 婚姻届受理日等が交付申請日から遡って２年以内である 29 歳以下の夫婦等　30

万円 

(4) 婚姻届受理日等が交付申請日から遡って２年以内である前号以外の夫婦等　20

万円 



(5) 婚姻届受理日等が交付申請日から遡って３年以内である 29 歳以下の夫婦等　15

万円 

(6) 婚姻届受理日等が交付申請日から遡って３年以内である前号以外の夫婦等　10

万円 

(7) 子育て世帯　30万円 

(8) 市内事業者から購入する、又は市内事業者に施工を委託する住宅について申請す

る世帯　10万円 

２　前項の規定により補助金の額を算定する場合において、同項各号に定める金額を加

算するときは、同項第１号から第６号までの区分に定める額にあっては、補助対象者

が該当する区分のいずれか最も高い額のみ加算できるものとする。 

（交付申請等） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に

定める日までに、三条市移住家族住まいづくり補助金交付申請書兼実績報告書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添

付する書類については、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することがで

きる。 

(1) 交付申請時における住所地の世帯全員の住民票の写し 

(2) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し 

(3) 補助対象経費の支払を証する書類 

(4) 引渡し証明書（様式第２号） 

(5) 転入前の市区町村における住民票除票の写し 

(6) 夫婦等の所得証明書 

(7) 夫婦等の納税証明書 

(8) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類（返済額がある場合に限る。） 

(9) 婚姻届受理日等を確認できる書類（前条第１号から第６号までのいずれかに該当

する者に限る。） 

(10) 市内事業者証明書（様式第３号）（前条第８号に該当する者に限る。） 

(11) 事実婚の関係にあることを確認できる書類（事実婚の関係にある者に限る。） 

(12) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条　市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の

交付の可否を決定し、交付することを適当と認めたときは補助金の額を確定し、三条

市移住家族住まいづくり補助金交付決定兼確定通知書（様式第４号）により申請者に

通知するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第８条　市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場



合、補助対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合又は夫婦等のいず

れかが交付申請日から５年以内に市外に転出した場合は、当該交付決定を取り消すこ

とができる。 

２　前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還

を命ずることができる。 

（その他） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。　 

　（三条市結婚新生活支援補助金交付要綱の廃止） 

２　三条市結婚新生活支援補助金交付要綱（令和５年三条市告示第 133 号）は、廃止す

る。 

（三条市結婚新生活支援補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置） 

３　令和７年度において、三条市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定による補助金の

交付決定を初めて受けた者に係る同要綱の規定は、この要綱の施行の日以後において

も、なおその効力を有する。 

 



 



 



 



 



 




